
 

【自動車関係団体よりお知らせ】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月の１か月間を強化月間として実施しました「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・

キャンペーン」につきまして、下記のとおり実施結果が取まとまりましたのでご報告します。 

国土交通省からのお知らせ 



 

  

                   

 

 

関東運輸局山梨運輸支局より「平成２４年秋の全国交通安全運動実施細目(自動車分解整備事業

者関係)」の通知がありましたのでお知らせいたします。 

 

 

平成２４年秋の全国交通安全運動実施細目（抜粋） 

（自動車分解整備事業者関係） 

関東運輸局山梨運輸支局 

                          

期  間  平成２４年９月２１日（金）～平成２４年９月３０日（日） 

      交通事故死ゼロを目指す日 平成２４年９月３０日（日） 

 

１．全国交通安全運動の重点目標 

 （1）子どもと高齢者の交通事故防止 

 （2）夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

 （3）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

 （4）飲酒運転の根絶 

 （5）二輪の事故防止 

 

２．車両の安全対策の推進 

次の事項に重点を置いて、整備不良車及び不正改造車を排除し車両の安全確保の徹底を図るこ

と。 

 （1）日常点検整備及び定期点検整備の確実な実施、特に、ホイールボルト折損による車輪脱落

事故防止のための点検整備を実施すること。 

 （2）不正改造の防止の徹底を図ること。 

 （3）省エネ運転・エコドライブ運転方法の指導を実施すること。 

 （4）自動車の使用状況に応じ自動車製作者が示す点検整備方式に基づいた点検を実施すること。 

 （5）特殊な構造・装置の自動車や走行距離が多いなど使用の状況が厳しい場合の点検時には、

自動車製作者等が発行する点検整備の情報を参考として点検を実施すること。 

 

３．子どもと高齢者の交通事故防止 

  子どもと高齢者の交通事故を防止するため、子どもと高齢者の動向や高齢者の運転能力等を正

しく理解するとともに、子どもと高齢歩行者に対する保護の徹底を図ること。 

 

４．覚せい剤等薬物の使用防止 

  必要に応じて会社全体で、覚せい剤等薬物使用問題について認識を深めるとともに、従業員等

に対しその使用の弊害等についての知識の普及を図り厳にその使用防止の徹底を図ること。 

 

 

 

 

 

関東運輸局山梨運輸支局からのお知らせ 


